
資料 1 秋田県母子保健管理の実際と問題点

その 1 モデル地区神岡町の状況

伊藤玲子＊・佐々木芳枝＊

大曲保健所 神岡町

I はじめに

秋田県では，昭和401f来「不幸な子どもをうまない運

動」を県政の重点施策として，母子保健推進を計り，

表 1の如く健診受診率は向上しているが，具体的な問題
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解決への方向には遠い状態である。特に母子保健の専門

技術者が不足している本県では，この目的へのアプロー

チとして管理体制の確立と焦点をしぽった健診の効率化

をはかることは極めて重要である。

本県は， 69市町村 (9市， 44町， 16村）に分かれ， 13

保健所により管轄されている。 1保健所の有する町村は

少ないところで2町村，多いところで10市町村を受持っ

ている。県内の母子保健事業を市町村の役割分担を明確

にしながら，市町村事業とするかまえとし，あくまで健

康診査，保健指導の充実による予防医学の確立を本命と

しながら，福祉の連けいを推進して行きたい。

しかし，市町村の母子保健事業の現状の問題点をとら

ぇ，効果的なあり方を確立することは基礎的なこととし

て極めて重要である。

今回の厚生科学研究課題の心身障害児早期発見に関す

る母子保健管理システムに関し，上記目的を調査するた

めにモデル町を設定した。この町において，母子保健法

に定められでいる事業と，県および町独自の方法を可能

な限り忠実に実施し，異常の早期発見システムに対する

末端市町村の母子保健管理の実際と問題点を究め，あわ

せて本県母子保健の今後のあり方を反省してみたい。

] 1調査方法

モデル町として県内でも熱心に母子保健事業にとり組

んでいる県中央部，神岡町（大曲保健所管内）を選定し

次の要領で昭和48年4月より母子保健管理事業を開始し

た。

A 昭和48年度神岡町母子保健事業計画の作定

B 内容は，母子保健法で行なわれる届出，訪問，健

康診査に，本県および町独自の事業，方法を加え，保健

所--111J-t豆療機関一住民との閻でこれらの事業がどのよ

うに結ばれ異常の早期発見に関連づけられていくかを具

体的にとりあげる。

c 調査に関係する直接のスクッフは，町役場保健課

職員，町在住医師，助産婦，保健所職員および衛生科学

研究所母子衛生科員とする。

D 管理システムの中で用いられる具体的な資料とし

て次のものを用いる。

l 妊産婦，新生児，乳幼児健康相課票1) （以下健康相

談票） （資料 1)

2 乳幼児健診アンケート 1) （資料2)

3 3オ児精神検査2) （資料3)

4 ことばのテスト絵カート~3) （資料 3)

5 妊婦健康管理台帳（別紙 1)

6 要訪問妊婦連絡票（別紙2)

7 妊婦緊急めやす4)5) （別紙3)（鹿児島大学医学部産

婦人科教室考案）

8 乳幼児健康管理台帳（別紙4)

9 新生児訪問指導連絡票（別紙5)

10 乳児健康プロファイル6) （別紙6) （中山健太郎教

授外考案）

llI 神岡町母子保健管理の実際

A 神岡町の概略

神岡町7)は県中央部大曲保健所管内 (1市5町4村）

に属し，人口6,866人， 30部落， 1,584世帯の乎地農村地

帯である。昭和3~3 月旧神宮寺町と北楢岡村の合併に

より誕生した。人口の減少，産業構造は図 1に示す如く

であるが町の詳細は省略する。

＊秋田県衛生科学研究所
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衛生関係は，これまで住民課の中にあったが，昭和48

年半ば保健課として独立し，課長，係長，保健婦3名，

事務員 3名，嘱託助産婦3名となった。医療機関として

は町在住医2名（一般内科，外科），歯科医 l名であ

表2 年令別人口（昭和48年）神岡町

男

る。

B 神岡町の主なる母子人口動態統計

1 年令別人口。 （表2)

2 妊娠屈出状況。 （表3)
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表3 妊娠月別届出数（昭和44~48年）神岡町 一

心息門1カ月|2カ月I3カ月I4カ月I5ヵ月|6カ月|7カ月|8ヵ月|9カ月I10ヵ月1不詳 I計

44 年 I I 2| 8| 28| 30| 17| 311  11 2| 1,2  

45 年 I I 6| 7| 32| 26| ll| 4| 3| 11 1| | 91 

46 年 I I 91 131 271 2sl 41 41 11 I 11 I 87 

47 年 I _ I 18¥_ __ ~L. 291 j_ 51 31.1 I 1I •• 1,。
48 年 1 | 6| 191 29| I-8| 4| 1| _ _ 1| lL I- 2| 81 

注：転入にて不詳

表4 妊婦就業状況（昭和44年～48年）神岡町

口」□無職 1 農業商業会社事務その他

年次＼衷竺竺実数 1 % 1実数！ ％ 実数！ ％ 実数 1 ％ 実数 ％ 実数 l % 
計

44 年| 25| 27.2| 41| 44.6| 7| 7.5| 6| 6.5| 10| 10.9| 313.3| 92 

45 年| 341 37.4l 36| 39.6| 5| 5.5| 2| 2. 1| 3| 3.3| 1 11 12. 11,l 

:: : i :] :: :1 :] :] ] :] :] :] : :] :i ::]: 
48 年 l 281 34.6| 191 - 23.5| ] 4.91  11 13.6| 12 14.8| 7| 8.6| 81 

表5 地区別出産楊所（昭和48年）神岡町 3 妊婦就業状況。 （表 4)

｀ ＼ ～王I病 院i医 院 1自 宅 I

4 出産場所。 （表 6)
計

5 出生，乳児死亡，新生児死亡。 （表6)

神宮寺 I 14 I 39 12 I 
55 6 出生時体重。 （表 7)

北楢岡 l 6 I 24 
I I 

30 7 低体重児。 （表 8)

I 20(23.5)1 63(74.1)12c 2.4)1 
8 月別出生状況。 （表 9)

計 85 

以上表2~9に示す如くで，乳児死亡は，昭和41年は
()  % 

じめてゼロとなった。

表6 出生，死亡，乳児死亡，新生児死亡，年次推移（昭和44年～48年）神岡町

～ーミー一竺竺王 実 数 率 （人口 1,000対）

事][¥44 年 I45 年 I46 年 I47 年 I48 年 144 年 I45 年 I46 年 I47 年 I48 年

出 生 I_ _  L_ _ __3_ -~-12.41 12~4 

死亡| 50 47150| 46I 471 7. 1| 6.7| 6.91 6.61 6.9 

乳児死亡 I 21 1 1 | 3| | 23.3| 1 | 36.I 

新生児死亡 lI I I I * 3| 20.o | 36.1 

＊未熟児•…••当日死亡

未熟児……21日日死亡

未熟児……当日死亡
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表 7 出生時体重状況（昭和44年～48年）神岡町

年□言三：［三：］］］どI：［冨
ニ！］］ ］ ：I ］ ] ] ] ] ] ] ] ::I :1 :] ] :] : 
46 年 I21 11 11 I I 51 11 41 61 31 51 31 21¥ 161 151 al 511 40 

47 年 1 叫叶 I 1| II 叫 1| 3 31 4叫 161 16| 121 ll| 371 41 

五年| 43 

注： 48年 1人不詳のため総計84人

表8 低体重児年次推移（昭和44~48年）神岡町

ミ」：□土ー1:;ti％可：；：1ロニにこ
神岡町 1 叫叫叶 5.71_ J 11 2¥ 2.31 21 11 313.41 31 21 51 6.31 31 91 12114.1 

表9 月別出生状況（昭和44年～48年）神岡町

二云 」ど竺 I1月！ 2月|3月 I4月 |5月 |6月| 7月|8月|9月 l10月 l11月 I12月i計
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口オ児健診 1 

C 昭和心年度神岡町母子衛生事業計画

神岡町が中心となり，保健所，関係機関との話合いに

より表10の如く計画された。

表10 神岡町昭和48年度母子事業計画

月 ［日！事業

4月I27日i予防接種 3種2回目

考

5月
呵予防接種 3種3回目

I 

叫予防接種生ワク
I 

叫ッベルクリン反応検査
I 

6月14日1判定 BCG接種 I 

I 
29日母親教室

呻i乳児健診 I 

II 日

_
|
悼

月

仙

~. 

9日I 3才児健診
I 8月

10日I” I 

10日I2オ児健診
I 

11日I”
I 

9月
呵 3オ児精密健診 1座談会

25日1予防接種 3種 1回目
I 

26日I” ジフテリア追免 I 

27日l” 2種追免
I 

18叫予防接種 3種2回目 7 
23日1,1 インフルニンザ I 

JO月一
24日1,I
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25日1// 

呵予防 接種

31日1// 

―

―

 ザン工レーフンイ

6日l乳児健診 I 
7日I” I 
8日III I 
16日1予防接種 3種 3回 I 

11月19可巡回相談 2オ～ 5才 県社会教育課

21日I4オ児健診 | 
22日1// I 
28日| 5才児健診 I 
29日I" I 
7日1予防接種

12月叫種痘判定

18日1母親教室
I 

1月1―I

2月竺竺児健診

27日1// 

20日1予防接種
3月

29日種痘判定

種痘

3種 1回目

D 母子保健管理システム

本県母子衛生対策としてのアウトラインは図2, 3の

如くである。神岡町の詳細な実態を役湯窓口事務，訪

問，健康相談を中心に図 4 「神岡町母子健康相談システ

ム」に従ってのべる。

1 妊婦に関する業務

役場保健課においては，妊娠の届出により次のことを

行う。

a 妊婦健康管理台帳作成（別紙 1)

b 母子手帳交付

c 牛乳（又はミルク） 75日分配布（県事業）

d 妊婦受診券配布 (2回分） （国事業）

この受診券は医療機関から，保健所長に送られ，診

査の結果，別紙2により役場に妊婦訪問の指示を行な

う。役場保健婦長は，これをうけて，助産婦連絡員に

助産婦訪問を依頼する。妊婦訪問カードは，資料 1の

健康相談票中の訪問用紙を前もって助産婦に配布して

おく。そして，逆のコースで保健所長に報告され，財

務事務所を通じ訪問費が支払われる。

e 健診カードの作成

役場保健婦は，妊娠届出台帳をもとに資料 1の健康

相談表を個人別に作る。なお，神岡町では，さきにの

べた県事業の牛乳配布の外に，町独自で 5ヵ月間ミル

ク支給があり，毎月の配布にあわせ保健婦による生活

指導を行なっている。さらに， 48年は，特に妊娠5ヵ

月の時点で，助産婦による家庭訪問を実施し，別紙3

図2 秋田県母子衛牛 対 策
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●登録管理台帳整理
●保健所クリニソク
●移動クリニック
●衛生教育
●訪問指導
●妊産婦・乳幼児健診
●新生児訪問指導

●3オ児健診
●未熟児指導
●中毒症訪問指導
●身障児指導
●医療援護

児童福祉機関

県（福祉事務所
児童111談所

t 
乳幼児

●健康鯵査受鯵勧霙
•Ill了ネ讐貪品勧奨
●医療給付の働奨

・子どもの精神衛生に関する
こと

（），  
児童福祉司

民間（児童委U（婦人委員）
民生委員

●属査に関すること 助産婦

●婚請に闊すること ●妊娠届出の指導（証IIJI苔発行）
•新幡に関すること ●妊痙婦（中毒症）訪問指導
●富康計画に関すること ⇔ ●新生児訪問指導

●線の島姑の厘 •未熟児指導
・富族閏係に関するこ
●覆境衛生に関するこ

t― 
市町村

●登録管理台帳の整理（妊婦・出生）
●母子手帳の交付、妊婦受診券交付
●予防接種
●妊産婦、乳幼児健診
●3オ児健診
●保健婦、助湮婦訪問指導（妊婦、乳幼児）

●母子健康センター設置
●母子栄養強化
●組織の育成
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図3 モデル市町村保儘所母子健康管理運営要領（秋田県）
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図4 神岡町母子健康相談システム
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「妊婦緊急のめやす」を参考に中間のチェックを行な

うこととした。

2 乳幼児に関する業務

住民課戸籍係では，出生届出により戸籍台帳に記入す

るが，保健課は常時連けいをとり，乳幼児保健を目的に

次のことを行なう。

a 乳幼児健康管理台帳作成（別紙4)

b 新生児訪問（助産婦）

c 健康相談

2カ月……保健婦訪問

3~12ヵ月•••…集団健診（年 4 回）

3オ児健康診査

2, 4, 5才……集団健診（年 1回）

d 予防接種

役場保健婦は，別紙5新生児訪問指導連絡票と共

に，妊娠届出の時点で作られた健康相談票を助産婦に

渡し新生児訪問を依託する。助産婦訪問結果は，役場

を通し保健所に連絡され，訪問費が支払われる。 （神

岡町の場合一部役場から支払われる。

健康相談は， 2カ月の時点で，役場保健婦の家庭訪問

を行ない，健康相談票の保健婦用カード，ならびに別紙

6 「乳児健康ブロファイル」を用い，後に行なわれる健

康相談の参考にすることとした。

3~12ヵ月の乳児健康診断を，集団で年4回行ない，

同時に母親に対し産後健診として，血圧測定，検尿を行

なった。 2~5才は，各年令，年 1回の集団健診とし，

あわせて検尿を行なうこととした。

予防接種は，月間行事の中に組み入れ，台帳に記入す

る。

以上の健康相談，予防接種の通知は，すべて郵送によ

り，資料2のそれぞれの該当アンケートを同封し，家族

相談の上，記入して持参することとしている。

E 神岡町母子衛生事業従事者状況

健診スクッフとしては，乳児， 3才児は県衛生科学研

究所の分担とし，他の幼児は地元医師の協力の下に行な

われ，保健婦は役湯保健課，保健所の協力を得た。

表IIは神岡町昭和48年4月～12月までの母子衛生事業

従事者総数である。個々の事業内容に関する従事者状況

は表12, 13, 14のとおりである。

また，神岡町年間母子衛生事業費は， 76万円で，町の

全衛生費I,372万円の5.5％に当る。昭和48年の神岡町の

場合，モデル地区として，妊婦 5ヵ月訪問，新生児全員

訪問，乳児2カ月訪問， 3才児健診の専門家チーム，母

子保健地区組織育成等により約40]j円追加されている。

-117-



表11 昭和48年度母子衛生事業従事者 神岡町（昭和48年4月～12月）

；=項猫::]:|i』|：叶ぃti1,健eI::[:

至診準備号：びに健診巴事後処吾 I 111 芸I341 ] ] ] 与I] ] I 2:I :I :I l:I 

：修並 ひ に 打合：- I
予防接種|21| 27| 271 20| 1 | 95| 1 | 1 | I I i 

計 |32| 2131 104| 66| 4 14| 436| 301 121 | 42| 14 161 32l 

1名 ことば教師 2名

182 

29 

26 

14 

65 

99 

95 

510 

心理

表12 昭和48年度母子衛生事業従事者状況

集団健診

神岡町

実施月日 1 対 象対象者数実施者数：直加］計tirmb:

48. 4.18 | 浮L児 3 ~6ヵ月児 l m| 181 1| 3| 2| 1| | | 7| 11 1 | II 

4.19 | 7~9ヵ月児 I 18| 211 l| 3| 2| 11 | | 7| 1| | | II 

4.20 ~~12カ月児 I 24| 23| l| 3| 2| 1| | | 71 1| 1 | l| 

7.18 l ：乳児 3~ 5ヵ月児 l 29| 281 | 3| 2| 2| | | ] 4 1 | 2| 2 

7.19 ~~9ヵ月児 | 22| 211 | 3| 2| 2| | | 7| 2I I I 2| 2 

7.20 1 10~12ヵ月児 | 22| 24I I 3| 2| 21 | | 7| 21 1 1 斗 2 

7.26 | 1 オ児| 38| 32| l| 3| 2| II I 1| 8| l| | | l| 

7.27 ~オ児 I 叫叫 l| 3| 2| III 1| 8| III I II 

8. 9 L-3 オ児 l 28| 29| l| 3| 2| 2| 1| II 10| 3| III 4| 2 

8.10 Q オ 児| 351 341 l| 3| 2| 2| II 1| IO| 3| 11 1 4 2 

I~：：じオ再建： I ：I 3:I 1| ] :| II II :I :I II II -I- :I 

叫6 | 2 オ児 I 451 43| l| 3| 2| l| l| 11,| l| | 1 II 

10.25 1 4, 5 オ児 I 41| 39| 1| 3| 2| 11 | l| 8| 11 | | l| 

10.26 | 4, 5 才児 I 41| 40| 1| 3| 2| 11 | l| 8I I 1| | II 

II. 5 fiL児 3~ 7カ月児 I 34| 33| | 3| 2| 1| 2| 2| 10| II 11 | 2| 2 

11. 6 L 8 ~12カ月児 | 321 24 | 2| 2I 1| l| 2| 8| l| 11 | 21 

11.19 l相談事業 2オ児 I 42| 13I I l| 1 | 1 | 11 | II I l| 

計 1 563| 505| u| 51| 34| 21! 7| 13| 137| 22| 71 | 29I 16 

2
 
2
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表13 昭和48年度母子衛生事業従事者状況 神岡町

ー衛生教育，研修並びに打合せ，訪問，予防接種一

実施月日

:11111:1z11計

衛 48.4.10 I主 婦 I201 121 I 31 I I I I 31 I I I I 
生 6.291 // 201 101 I 21 I I I I 21 I I I I 
教 9.281 ” I 201 s[ I 21 I I i I 21 I I I i 
育 9.20 I 3 オ 児 I 171 11! I 31 I I I 11 叶 11 I 1/ 2 
小計 I I I 771 411 I 10l I I I 11 ll¥ 1¥ I 1¥ 2 

研
48.6. 8 1 母保子堡技術推者並進び員に 1 I 271 I 31 31 41 I I 101 31 1I I 41 2 

修 7. IO I母子保健推進員連絡員 l 1,。¥ ¥ 31 31 41 I I 101 21 11 I 31 2 
並 8. 31 母リ 子ー屎ダ健ー推研進修員 I I 281 I 31 I 21 I I sl I I I I 2 
び

9.181母 子管理打合せ I I I I 31 21 21 I I 71 I 1I I 1I 2 に

打 7. 2 ¥婦人民生委員| 8| 8| | lI I I I I 11 1 1 | | 
A ロ

11.20 I I s¥ sj I 11 I I I I 11 I I I I ” せ

11.30 I尉闘屡記箪ー、i I 381 361 I 31 I 21 I I sl I 1¥ I 1¥ 2 

対象実施 市

者数者数 1

町 村 保健所衛

犀

小計 I
件 数

乳幼児 I妊産婦
計

48. 4月I 27 I 25 52 I I 11 61 I I I 13¥ I I I I 
訪 s I 18 I 11 I 29 I I 21 sl I I I 71 I I I I 

6 I 31 I 20 I 51 I I 101 3J I I I 131 I I I I 
7 I 28 | 23 I 51 I I 9¥ s¥ I I I 14I I I I 
8 I 22 I 17 I 39 I I 71 41 I I I II i I I I 
9 I 17 12 I 29 I I 71 31 i I I 101 I I I I 

問 10 | 24 I 15 I 39 I I 101 51 I 1 1 151 I I 
11 I 37 13 I so I I 121 41 I I 161 I I | 

''' 

I --54| 1971 |17| 8| 14| l―| 39| 5| 4| 1,| 10 

小計,- I 204 

贔148.12月I乳幼

小計 I I 

136 I 340 I I 641 351 I 

児 I4221 4221 211 271 271 201 
I 4221 4221.~2~ 

旦＿
951

：
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表14 昭和48年度母子衛生事業従事者状況

一健康相談，健診準備並びに健診事後処理一

神岡町

対

実
施
月
日

事

業

名 t
 

舌
＂

村

|

|

ー

そ
の
他

婦
人
会

町

事

務
助
産
婦

保
健
婦

市
町
ロ

実
施
者
数

対
象
者
数

象

48,4月1母子II 41 I 1[ I I I I l 

健
5月1// I I 171| 5| | | | | 5 
6月I I/ I I 5i l ll l | 1 1 1 

康 7月1// ||271 I 71 I I I I 7 
相 8月I II ll22ll6lll¥l6 

談
9月1//I I 3¥ I 11 I I I I 1 
呵 II I I 11! I 3) I I I I 3 
11月I,, I I 231 I sl I I I I 5 
小 計

484.131乳児健診 II I I 11 I 11 I I 2 

健 1 ・ 12¥ " I i I I 2I I 21 I I 4 
診 7.201五オ儡II I I 11 I 2I I I 3 
準 7.2]乳児健診 II I I 11 I I I I 1 
備

並 7.281 ~オ儡 I I I I 11 I I I I 1 
び 8. 21ぶオ塁II I I 21 2¥ I I 4 
に

健 B. 151 // I I I I 11 I I I 1 
診 10.111ぷ才儡II I I 11 I 11 I I 2 
事

10. 171 // ||I I 1I I I I I 1 後

処 10.201 i 5オ儡II I I 11 I 11 I I 2 
理
10-21/ 11 I I I I 11 I I I I l 
10.291乳児健診 II I I 21 I 21 I I 4 

1121 I 29[ I I I I 29 

小 計 I l | |口II 11| || 26 

F 神岡町母子保纏雄区組織の育成

母子保健推進の地区住民の自発的参加の働きかけとし

て，既成の結核予防婦人会役員を中心に話し合いを行な

ぃ，積極的理解のもとに，神岡町保健推進協議会が結成

され，その中の母子保健活動が行なわれる仕組みとなっ

た。表15はその働きかけを，表16は協議会の組織を示す
8)9) JO) 

ものである。愛育会の愛育班活動を手本に48年は研修に

終っている。

表15

事業項目

準備打合会

(5, 6月）

「事業内容の説明

と協力方の要請」

神岡町組織育成のI動きかけ

l 
神岡町 1回参集人員 10名

（助役，住民課長，衛生係長

事務担当者，保健婦長，保健

婦，衛研職員 etc)

保健所 1回参集人員 10名

（所長，次長，予防係長，保

健係長，母子係，保健婦，衛

研職員 etc)

関係医療機関各施設 1回訪問

状 況

事業説明会(6月）

「母子保健地区組

織の編成と具体的

な計画の設定」

1回 参集人員 20余名

神岡町（町長，住民課長，衛生係

長，保健婦長，保建婦，助

産婦，民生委員，婦人会長

保健推進員）

保健所（所長，健康管理課長，指

導係長，保健係長，母子係

保健婦）

衛研（所長，生活科学部長，母

子衛生科員）

神岡町保健推進協

議会結成大会並び

に連絡員研修会

(7月， 2月）

2回 参集人員 150余名

神岡町（会長，母子保健推進員及

び連絡員 130余名，町長，

住民課長，衛生係長，保健

婦長等）

保健所（次長，保健係長，母子係

保健婦）

衛研（生活科学部長，母子衛生

科員）

リーダー（保健推

進員）研修会

(8月，11月， 1月）

3回 参集人員 50余名

神岡町（会長，母子保健推進員，

婦人民生委員，役場職員，

保健婦 etc)

保健所（次長，母子係，保健婦，

栄養士）

衛研（生活科学部長，母子衛生

科員）

職員研修会 (7月） 13回 参集人員 20余名

（保健婦一町， HC一助産

婦，衛生係等）

恩賜財団母子愛育会主催による研修参加状況

愛育班長研修 副会長 田中美恵子 1名出席

於東京（ 4日間） 7月

愛育班育成者研修保健婦長鈴木フミ子 1名出席

於東京 (9日間） 10月
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表16 神岡町部落別状況 （神岡町保健推進協議会）

会長 1名，副会長 3名，監事 3名

地区名 1指導員9連絡員1世帯数1出生 1低体重I嚢啓
新道 l 1|5|71| 3| 1 

::l：口I
11 sl 741 41 I 

11 11 171 21 I 

1| 3| 62| 21 | 

11 41 s31 11 I 

本郷11~
荒屋 I 1|l|62| 8| 2i 

駅 通l 1| 31 871 1| 1 

駅 向 1 11 41 651 21 I 

II II 20I I I 

II II 46| 4 II 
11 31 73| 4 1 

li 3| 49| 4 l| 

II 11 18| 11 | 

:l :I :] :l II 
11 11 201 11 I 

l| 2| 36| 3| ll 

II l| 22| | | 

11 sl 951 31 1 

11 11 251 41 I 

II I 42| 31 1 

1| 6| 54| 3| | 

1! I sol 41 I 
IL 4 29| 4 2| 
II I 461 叫

11 

II I 13| 1| 

30| 82| !, 584| 85| 

w 神岡町母子保健筆理の結果と問題点

上

岳

裏

下

I

IBJ＿叫＿IBJ-IBJ

関 口

金 葛

蒲

A 妊産婦に関する事項

I 妊娠，分娩，出産時の児の状態を，母子手帳，助産

婦訪問，問診の上より情報を得たが，その主なものを表

17~23に示した。

a 妊娠届出状況。 （表

17) 

b 妊娠中の受診状況。

（表18)

c 妊娠中の医療機関。

（表19)

d 出産場所。 （表20)

e 妊娠中の異常，出産

時の異常。 （表21)

f 出産時の児の状態。

（表22)

g 出産時点の栄養。 （ 

表22)

以上の資料を得るに当

り，管理の面より問題とな

表17 妊娠届神岡町

月 数 1 人数

1 カ月 I I人

2 カ月 I 14 

3 カ月 I 17 

4 ヵ月 I 40 

5 カ月 I 20 

6 カ月 I 9 

7 ヵ月 I 3 

8 カ月 I 3 

9 ヵ月

福 島

宮 田

ー

1

|

1ー

1
_

_

 |

1

-

|

 

野

浦

宅

石

月

地

戸

2

4

6

8

1

0

1

2

花

谷

ー

，

3
，

5

,

7

,

'

,

高

井

，

11

計

上

大

一

住

八

戸

預

船

北

北

北

北

北

北

高

ることは，母子手帳の記載 10 ヵ 月 I 3 

が甚だ不備であることであ 計 I 110 

る。妊娠中の医療機関不明

31.8%, 出産場所の異なる例が 8.2％もあり，考慮して

おかなければならない。

2
 l

-

―
 

2

2

 

ー

表18 妊娠中の受診状況 神岡町

受診回数

1回 I2回|3回 I4回 l5回 I6回

2カ月I 合lI 合I付付外外人
9| 1 | | | 

叫 21 I 1-7  

71| 5| | | | 

74| 5| | I I 

75| 15| l| | 1 

56| 34| 2| l| 1 

38| 33| 17| l| 

20| 24| 26| 17|- 2| 3 

3
 

3カ月
I 

4カ月I

>
7カ月I
8カ月I
こ
10カ月I I 

］ 
ー 121ー



表19 妊娠中の医療機関 表20 出産場所母子手

母子手帳から 帳から神岡町

神岡町
ー＿ 出 産 場 所 1人数

医療機関 I人数 大曲母子医院| 42 

大曲母子医院i 食仙北組合病院 l16 

ー大曲組合病院 l
仙北組合病院I10 田口医院| 29 

大曲組合病院 I 1 柴竹医院| 4 

田口医 院| 26 中通病院| 2 

ー一隼々木医院| 2 

柴竹医院| 3 仙北医院 1 1 

黒沢医院I7 黒沢医院| 7 

秋田組合総合病院l1 秋田組合総合病院| 2 

不 明| 33 秋田阿部医院 1

能代黒川婦人科医院1

計 I110 自宅| 2 

計 IllO 

表21 神岡町
妊娠中の異常母子手帳から

事 ~-~子二ど竺」 男

貧 血|3 

妊娠中毒症| 2 

貧血＋中毒症 I
糖尿病I

女

： 卵巣機能不全 I
弛緩出血 I
胎盤早期剥離 I

開 I
出 I
< I 

3
 

8
 
4
 

帝 王 切

骨盤位牽

謄 帯 て ん ら

表22 出産時の児の状態

母子手帳から

神岡町

項 I人数

入した |32人母

院しない| 7 ` 
不明 |72

事

3
 

3
 

妊婦総数 110名

10 

7
 

妊婦総数 110名

妊娠中の異常 医療機関受診券から：：二I174 回 261 回

貧 血l
浮腫I
糖尿I
高血圧＋貧血 I
蛋白I

計 I

.

―

―

.

 

）
 

5
 ・
 ，
 

（
 

3

2

7

 

4
 
2
 

7(11.5) 

（）％ 

出産時の異常母子手帳から

］—-ー竺竺」 男 I 女
吸引分娩| I 4 

吸引＋用手剥離I2 

哺育器l
酸素吸人 1

仮死 1

黄疸1

呼吸異常 l
謄帯脱出 l
体重2500'1以下 l
新生児メレナ l
蘇生術l

3
-
4
＿2
：

J

 

1
-
6
 

表23 出生時の栄養（生

後2週間）新生児

訪問 神岡町

項 I人数

乳 I11人

合 I
人エI12 

母乳と混合| 6(3) 

母乳と人エI25(0) 

人工と混合 |35

母乳•混合・人工 1 5(l) 

不明I16 

l l l l 

事

計

＊ （ ）母乳が先，双胎l組

2 妊婦訪問指導
11) 

本県で行政的に行なう妊婦訪問指導は，医療機関から

の受診券通知を受けた保健所長が，訪問の必要を認めた

場合に行なうこととなっている。 48年 1月～JI月までの

大曲保健所受診台帳をみるに，神岡町の要訪問者は，第

1回受診券で74名中 7名，第2回受診券で61名中 7名と

なっている。なお，受診券の保健所到着がおそく，訪問

前に出産の事もある。この異常のある妊婦の助産婦訪問

は，主治医との具体的な連けいのない現行のあり方に対

し助産婦間でも問題となっている。

神岡町は 5ヵ月時訪問を行ない生活相談と共に別紙3

「妊婦緊急のめやす」をチェックしてみた。表24はその

一覧表であるが，まだ評価方法が定まらないこと，助産

婦のとり組み方も，把握時点もまちまちであるため省略

するが，管理上からは効果があるとして，保健婦，助産

婦によろこばれている。
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表24 妊婦緊急めやす

項目贋i判定規準 1人員1計 l雙己

I 93 o| 20~29歳

1年 ムT 

I I 30~34 11 11 

2 I 19歳以下
I 

2 

叶 35歳以上
I 

3)09 I 

叶 1~2回 I 97 

分べん I I 0 
I 

2 
21 3~4 // I 11 回 数

31 5回以上 I 109 I 

叶全くないもの I 102 

I Iごく軽症であったもの I 5 

3既往症
叶鴨iこやや危険であった 1 2 

3 I 生命にきわめて危険であ I I 109 I 
ったもの

叶全く健康なもの I 102 

叶11併医日る療常症も生をのの活要あにる支も障ののない合
4合併症 する合併症のあ I 7 

叶重篤な合併症のあるもの I !09 I 

0 毎月受診しているもの I 107 

I I 喜月でなくても 4回以上 I I 

5受診状況
診したもの

叶繋にしか受診しないも 1

叶ほとんど受診しないもの I 108 2 

] 
; 門医の近くに居住する I

6医療機関

門のの医まで 1時閻以内の I109 

］ ！ 門医まで 1~2時間を I 
するもの

旦医までかなりの時間 I 109 I 
するもの

oI生活程度上のもの
I 

4 

7生活程度

1 普の通の生活をしているも 105 

“叶生の活$保受けなくてもかな I の苦しいもの

護を受けているも 1 109 I 

叶大学卒程度のもの
I 

7 

8教育程度

I I高校卒程度のもの I 55 

叶義務教育程度のもの I 46 

叶房務教育のみで無知のも 1 108 2 

I叶全然心配ない I叫

il少し心配

9家庭環境可云云る

叶実家にかえるとよい 3
 

7
 ゜

ー

-
4
-
1
-
1

＿
 叶非常に健康 I 59 

10精神衛生
I Iやや神経質 I 10 

叶神経質
I 

1 

叶神経質が強い
I 

106 4 

3 ミルク受領状況

県事業の妊婦75日間牛乳配布の外に神岡町では 5ヵ月

間のママミルク配布を行なっている。この受領状況をみ

るに48年は85名中 1回のみ受けたのが 3名，拒否が 1名

で，他は全員完全受領している。しかし，完全受領の中

で，自発的に定期的に受領した妊婦は 2名で，他は再々

の注意，勧誘によって受けている状況である。

B 新生児に関する事項

11) 

本県の新生児訪問指導は妊娠中に異常があり，助産婦

訪問をうけた母親から生れた児，および保健所長が指導

の必要ありと判断した場合に行なうこととなっており，

その内容はあいまいで，各保健所において方法，判断が

まちまちである。

神岡町ほ，全新生児訪問を目標に行なったが表25にみ

る如く，生後28日までの訪問は， 57名 (51.4%)であ

る。新生児期内に行なわれ得なかった事情には次のよう

なことが得られた。

表25 新生児訪問 神岡町

訪 問 日 人 数 I ％ 

生後 28 日まで 1 57 I 51.4 

29日～ 59日まで 1 43 I 38.7 

60日～ 79日まで 1 3 ! I 2.7 

不 明 I 8 I 
7.2 

計 L 111 I 100.0 

l 低体重や，出産時異常のある場合は 1カ月過ぎてか

ら退院する例が多い。

2 他町村（例えば実家）で生まれ lヵ月を経てかえる

3 出生届が 2週間以内であるため， 2週ぎりぎりの届

出が多く，戸籍係で多少停滞しその後，保健課に連絡さ

れ，助産婦連絡員を経て担当地区助産婦に伝達されるま

でに 1ヵ月過ぎてしまう。

また，新生児期ほ，医学的にも問厖把掘の困難な時期
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で，今回の訪問から 2名の遷延性の黄疸が通報されただ

けであるが，異常の早期発見としての新生児訪問に対し

て，母子手帳の正しい連絡とあわせ，さらに具体的な配

慮が望まれる。

C 乳児に関する事項

2ヵ月の時点で保健婦訪問を行ない，別紙 6 「乳児プ

ロファイル」を用い，以後の健診の参考とした。 3ヵ月

~12カ月まで年4回の集団健診を実施し，異常の早期

表26 乳幼児の健康ブロファイル

大項目| 4ヽ 項 目 0 I I I 2 I計 1咬B

A環健境保 1地域の用途区分
I I I 751 751 

2上水・下水 I 751 I I 751 

3公 害
I I 

I 751 75 

4医療施設の便宜
I 

75 751 

5母子保健施設の便宜I 751 
I I 751 

6住居の程度
I I 41 7,1 751 

7住居の広さ
L I 31 n¥ 751 

8職 業 ! I 11 741 751 

9収 入 I 41 711 751 

10家庭内の健康状態 I I 2I 731 751 

B出お生よ前び l妊娠中毒症
I I 71 661 731 2 

周の生要期因 2遷延分娩
I I 731 731 2 

3産科手術および処置I I 16¥ 561 n¥ 3 

4妊娠中の外因性障害I
I I 721 721 3 

5その異の他常の妊娠分娩中I I 11J 611 121 3 

6出生時体重
I 

1J 51 681 741 1 

7在胎期問
| I 21 721 741 I 

8仮 死
I I 

I 731 731 2 

9奇 形
I I 

I 731 731 2 

10中枢神経系の異常 I 
I 

I 721 721 3 

II呼吸障害
I I 

| 72| 72| 3 

12黄 疸
I I 41 611 651 10 

13そ常の他新生児期の異I
I I 711 711 4 

14妊娠中の受診回数 I 31 691 721 3 

15妊娠中の養護等
I I 

11 721 731 2 

C健現態康在状の
1身長 I I 201 391 591 16 

2身長と体重のつりあI 
31 631 661 9 し、

3行動の発達 I 叶 631 671 8 

4行動上の問題
I 

11 661 671 8 

5先天異常
I I 21 661 681 7 

6中枢神経の異常
I | I 681 681 7 

7聴視・言語の障害 I 
I 

11 651 661 9 

8罹患歴
| I 431 261 691 6 

， 罰または＇ 治性疾Iアレ9レ ー 11 21 651 681 7 

10育児態度
I 11 721 731 2 

11生活習慣の自立 | | 2| 70| 72| 3 

12家庭環境 | | 11 741 751 

13保健指導の受診回数i 61 441 251 751 

14予防接種 I 331 401 21 751 

発見につとめた。表271こみる如く全員受診しているがそ 険世帯は lll名の乳児中34名 (30.6%)である。

の回数はまちまちである。健診の際はアンケートの回答 母子手帳，アンケート，健診，訪問，国保レセプトか

と，国民健康保健診療報酬請求明細書（以下国保レセプ ら得られた梢報の中から，現在，管理の必要ありとして

ト）を個人相談票に入れ，梢報源とした。この国保被保 チェックされた先天異常様又はその疑いとして Follow

表27 乳児受診回数 神岡町 （男48名，女63名，計 Ill名）

＼事項医 師 相 談（保健婦）
------ -

性 回数ー 0回l1回 2回|3回 I4回口□`戸―回|3回 I4回l5回 I6回 I7回 |8回

男 1101 191 151 41 I 10I isl sl 51 4i 1I • I i1 

女 1 I II18| 301 1| 31,| 201 l0| l6| 51 1| 21 | 

□ IC I 8．腐I(33．悶I（40．ぢI（4.5]I(2. 7]I(1 7．問I（34．闘I（16．悶（18．悶I（8.l:I(1. 8]I(l. 8;I(0．式I（0.9: 

（） ％ 

- 124 -



表28 医師の数 神岡町 医師にかかる頻度 ーレセプトから一

（乳児男48名，女63名，計 Ill名） （乳児男48名，女63名，計 Ill名）

＼医師の
性 ＼ 1人 2人 3人 4人 5人不明

男 I 161 叫 111| 1 

、性[0回Il~2回13~4回|5~6回17~8回1行0回 丘 叫 閾 15回 I不明

男 I

女 I 20J 91 叶叶叶 2 女| 23| 23 3| 5| II l| 3 | 2| 2 

計 l(39．悶I(38.:}|(4.5;I(7.2]c o.9}Ic o.9}|(3.6;I I(2.7]Ic:: 計に．悶l晶．7）61(別.5)2い．；
（） ％ ()  % 

* 0回はレセプトなし，国保以外の世帯と思う，％分毎 111名

UPを行なっている児は表29のとおりで Ill名の中 13名 医療機関との密接な連けいのない現在の市町村管理シ

(11. 7%)で，体重異常の上からは表30に示す13名（II ステムでtま，異常の早期発見に限界のあることを痛感す

.7%)となった。 る。

表29 管理の中で把握されている主なる先天異常 （昭和48年 1月～12月） 神岡町

発見月令l生年月日 性出生時体重 出産ー一時 診I ＿＿ 断 1 |誓覧悶産：畠

2カ月 |48.3.21 I男

2カ月 I紀． s.11I女

新生児j48. 8. 81女|

4カ月 148.2. 5|女|

3カ月 147.12.171女 I

3カ月i48. 1.10 I女

新生児 148.3.18 女 I

4カ月 148.7.18 女 l

3カ月 148.8.141女 I

2カ月 147.11.141女 I

4カ月 147.10.121女 I

2カ月 148.8.171女|

3ヵ月 147.7.171男 I

3,300'I特記事項なし 1痔ろう 1誓贔盆昂病院て経 l特記事項なし

2,120叶保育器，酸素 l発達遅滞 l秋儡盃悶病院で経 特記事項なし

I, 700叶保育器 1低体重児 l保健指導 l特記事項なし妊り胃診

3, 650'1特記事項なし 1先天性股関節脱臼仙北組合病院 ！陣痛微弱，吸引分娩

2,970叶特記事項なし 1先天性股関節脱臼l仙北組合病院 I貧血

3,000叶特記事項なし 1先天性股関節脱臼村上整形外科 l弛緩性出血

2,680g出血傾向 1新生児メレナ 1仙北組合病院 妊娠中毒症

3,275叶特記事項なし 1右斜頸 l仙北組合病院 1特記事項なし妊号胃診

2,700叶特記事項なし 1虚弱児 l保健指導 1貧血

3,700叶仮死量生 l現初順調 l保健指導 l貧血

3,400叶仮死一蘇生 1現在順調 l保健指導 l骨盤位牽出術

3,920叶仮死一蘇生 1現在順調 l保健指導 l陣痛微弱

2,270叶保育器 屑皐塁鬱竺叫’父の同胞 3名開薄

乳児総数 Ill名

表30 出生時体重の異常 神岡町

I体重性在胎週1 妊娠，出産時の主なる事項

2, 400'}1女 38 I陣痛微弱

2, 500'1女| 37 陣痛微弱

低

体

重

2,270叶男i 40 I不明（児桔ろう）

2 350'! I 男l 42 I 9ヵ月， 10カ月合計 8回妊婦
＇ 健診で0.B

2. soo" I ~ I 39 I貧血

2,200叶女 I 39 I不明

2,420叶女 ？ I 7カ月の時所見なし

2,350叶女 39 妊後娠遺症中毒あ症り （浮腫， 蛋白尿）

2, 430'!女 40 I所見なし

2,120叶女| 36 I所見なし（児発達遅滞）

I, 700f I女i 32 I所見なし

臭4,260'!|男| 39 I糖尿病

児 4,300叶叫 40 I妊娠中毒症

乳児総数 Ill名

D 幼児に関する事項

1~4オの幼児健診心年 1回行なわれた。その受診
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状況は表31のとおりで，未受診者には，訪問，他の健診

表31 乳幼児健診受診状況 神岡町

年令 1対象者 1実施数 I % 

才~ 86.1 

2 オ |86I.  79 I 91. 9 

3 オ I 64 I 61 I 95.3 

4 オ I 82 I 79 I 96.3 

＊未受診者には訪問

にあわせて状況把握につとめた。先天異常として 4オ女

児に 1名言語のおくれから精神薄弱の疑いを持つのが出

た外は，特記すべきものはいない。なお， 5才児は幼稚

園児が多く集団健診は行なわないが両親の離婚による家

庭環境のため，秋田市の養護施設に入っている双子の 1

組がいる。 3才児健康診査対象64名に対し，受診者は61名

(95,3%)で， 3名の未受診者（発熱 2名，母不在 1名

）には訪問で確認した。

健康診査手順は，次のように行なった。

1 3オ児アンケート

2 計測，検尿

3 問診。

4 診察。 （医師）

5 ことばの選別。 （ことばの教室教師）

6 精神発達検査。 （児童相談所心理）

7 歯科診察。 （歯科医）

8 説明，相談。

アンケート，診察結果については表32,33に示す如く

男児のそけいヘルニア 1名の外は特記事項ぱみられない。

表32 3オ児健診アンケート結果 （昭和48年） 神岡町

：］前 半 男 後 半前 半 女 後 半 1 ；；十

＼調査数 19 I 13 I 21 I 6 I s9 
事＼‘～—

項＼邑繁砥叫覧邊ぐ信悶誓賢信賢讐瓢笞賢誓遠賢パ‘長急が謬t
lょ：霜I 16| 21  | 1 1 2I I I 20| | 1| 6 1 (89．認I（6.8:(3.4弓

竺ー 音 I 161 叫 I 10 3 | 120I I1| 6 | (88．行I（10．号ICl.7}|

3運動I 181 II I I131| I I18| l|1|1| 51| l||(91．ぢI（3.4]I(3.4;I(1.7}

4歩き方 I 181 lI I I13| | I I21| | | | 6| 1 | |(98．闘k_1.dl-l

5]先の動 1, 1 1 13 1 | 21 | I I 6| | | (10認ぶ LJ 
6 耳 I1 9 I I  I 13I I I 叫 i6| I I I(100：ぶLJ
7 目 I 18| II I I 13 | | | 21I I I I 4| 2| | |(94．塁雰I(5. 1]I I 
8食事I 141 叶 1 1 12| lI I I18 3|| 1 5  11(83．闘I（13.6全1(l.7)I(l.7}

，t非尿便 ITTI  131 I I i 191 tiJ ___ 6I_¥_ L lc94．喜で1(3.4]ICl.7)I 

10夜の睡眠 I 19I I I I 131 1 1 | 21| 1 | | 6I I I I(100：忍 I 

謬；、辻、1 151 4 4 1  1 11 lI I 1 15| 4 1| l| 4| 2| | |(76.351(15.3:I(5. 1]I(3.4; 

12累脊やお¥ 18I I II I 131 | 1 1 19I I 2 | 61 | (94.gSI I(5．げI

13芯己ヽ＜ 1 161 3 | 12 I I II 191 l l| 6 | |(89.g3 (6.8]IC l. 7)I(I. 7} 

14杢令iこた 1 121 叶 11 1 121 1| 1 1 13| 5| 2| l| 5 11 1 |(71．闘I）22．闘I（5.1]IC l. 7} 

15羞素記 I 18| II I I 13| 1 | 1 211 1 | 5| 1| (96.:; (l.7}|(l. 7}| 

16魯翠字哀l 1 71 II II I l ll 叫 I 13| 71 1 | 6 | (79．灯I（16．闘I(3．喜
17ひきつけ I 171 4 1 12 1 1 1 18 3I I I 6 I I(89．悶I（10.2:I l 

＊男．除外 l名 （ ） ％ 
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表33 3オ児健診結果 表34b神岡町 ことばの異常の状況 神岡町

そけいヘルニア I ~ー」 。
2 I 

右頌部上肢胸部色素異常 I O I 

I I 
2 I 
I l 
o | 
5 | 

心ヽ 雑

゜
ひ き つ

゜小 3
 

反 対 咬

゜情 緒 表 出 欠

不 離 不

゜
ことばについては，表34に昭和47,48年の成績を示し

たが，母親が「問題なし」の中から2名の異常者が出て

いる。この点については，さらに例数を重ねて検討して

みたい。

表34a

年 度lアンケー

47年 アンケートに
被検者訴 え
61名 アンケートに

王Ii::: [; 

ことばの選別（昭和47,48年）神岡町

I人員開贔問％

あり I 91 31 33.3 

なし| 521 21 

あり I lll 31 27.3 

なし 1 叫 。1

卜

3.8 

心理面では，情緒障害が女児に 1名チェックされた。

表35は医療機関受診状況である。

予防接種は該当児にすべて行なったが，事故は 1名も

なかった。

閾年令薗覧 所 見

3才 男有

噌
結はだてあ親らか果のいいるし報え今のからく告のでなどとらもり麗えがあ且たが， 検親

3カ月 その はみらず
か から てもどもりで，母ある

とし‘°

た まま 躇語話にしつ墨てやサい蒻てっのた~闘。坪取け扱分い方につ問，い題言て

；恥叫叫〇全く上記に同じ

3才 男I有
6カ月

昭

47 

3才 男無

〇な両大い側曲ヶ謡性おtギもリfi発羹い）（音チ音翫た常ジの）。異粽音カがよ常(ンKfうn姦→，,に（9達ギ自キ,聞然）カt，こ8治関ン)えdゆがrlる翡は（み。ジ考チら） 帽えられh 

年 7ヵ月

して
例，がgii(

リ→キ

他に れる。

3オ 男1無 叩母なられ親いが。のる発た゚音だ話の遅のれ中がでみどもられり的る状が心態配がみはII力月

「はっ， りしヽし、なさし、注」意「ゆをっ
くり・．．．．．且茫 のコトバヘの し
ていると 。

このこ推と れもるり：［ 親をっ起たの言のこ麟筐
因る取と扱もい 問題 で，
しておい

昭叫叩10聾翌討甘蹂濃。けていうこと

3オ 男有
〇ー遅しりれ語罹ば棠文てら程がいく度み観る察のとら話れ思の要るしう方が。あ話Gり。頃しtこ)。と若ば干が少どもし48 3カ月

年 3才 男I 有 透覧烹じないが， 季 ゑしゃぺるとロ
6カ月 ない感じが。

表35 医 師 の 数 (3才児 神岡町
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図5 妊娠中の医療機関 図7 乳児受診医療機関
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医師にかかる頻度ーレセブトから一 (3オ 児 男35名，女29名，計64名）

-;------巴竺」。
1 

男

回 I1~2回ド～4回ド～6回P~8回ド～10回伯～12回113~14回[15 

:: I : ! : I 4 | : | :| : | 3 || 

(4;:6)1 (6:3)1 (9:4)1 (6:3)| (2も:3)| (4:7)| (6:3)| c 4:7)| 

* 0回はレセブトなじ国保以外の世帯と思う，％分母64名

回 I不明

女
一
計

％
 

ー

□凶
（

（
 

E 医療機関の範囲

妊婦，乳児， 3才児について，母子手帳，問診，国保

レセブトから，受診医療機関の範囲を，妊娠中，出産場

所，乳児 3オ児受診別にブロットしてみた。図 5~8の

如く町内および隣接大曲市に集中しているが医療機関は

まちまちである。管理の実際にあたり医療機関との協力

体制のあり方を十分に検討する必要を感ずる。

V 考察

神岡町の実態から，本県母子保健管理の，障害の早期

発見に関する健診システムについて問題点を考えてみた

し‘o

A 母子保健叡は市町村の移管が望ましい

神岡町は，窓口事務，台帳整理，訪問，健診，予防接

種等極めて良好な成績を得たと思われる。この原動力は

保健課職員の力に負うものである。

市町村では，未受診者，異常者の Followup,生活

環境の把握，組織活動の働きかけ等，細かい配慮が出来

る。母子保健管理の実際は市町村において行なわれるこ

とが望ましいと思われる。

本県のように 1保健所の管轄範囲が多い，しかも，母

子保健専任指導者の不在の場合，その徹底は不可能と思

われる。

しかし，本県の現状として，昭和45年度母子保健事業

の実態よりみると，県内の91.7％の市町村で保健所と共

同で行なわれており，その内容は保健婦，栄養士の参加

がほとんどで，市町村移管に際し十分考慮しなければな

らない。

B 市町村と医療機関の連けI,ヽ

神岡町には，内科，外科の 2名の医師と，歯科医が 1

名在住している。 48年の母子健診事業は，地元医師．周

辺の産婦人科医，小児科医，県衛生科学研究所母子衛生

科の参加により行なわれている。

異常の早期発見として，妊婦医療機関方式，妊婦，新

生児助産婦訪問指導が行なわれているが，その効果的な

あり方は，医療機関との密接な連けいの下に行なわれる

ことが望まれる。訪問，健診に最も基礎となる母子手帳

は産科と小児科のパイプでもあり，一方，保健婦，助産

婦との強力な連けいの一方法である。神岡町で訪問は積

極的に行なったが，医療機関との直接連けいのない状態

で，果して内容において効果があったかは問疑である。

新生児訪問で 2名の遷延性黄直の通報が得られている。

医療機関の連けいを密にすることと，母子手帳の記載

不備の解消を目的として，従来の新生児訪問の 1回を生

後 1週以内とし，出産場所において助産婦又は保健婦が

母子手帳の記入整理と帰宅後の指示をうけること，ある

いは，市町村に専門連絡員を配置すること等検討を希望

する。

C スタッフの教育，制度改薯

訪I}りは異常の早期発見， Followup等で大切である

ばかりでなく，家庭にとっても喜こばれている事業であ

る。

農村においても近年核家族の増加，工業の地方分散に

より主婦の就業も多く，夫の出稼ぎもまた母親の責任を

重くしている。このような環境下の訪問は，夜に行なわ

れることも少なくなく，このような事情を考慮した方策

が期待される。

一方において，異常の早期発見の協力者として技術向

上の可能な環境をととのえることが是非必要である。表

36に県内助産婦の就業状況を示した。 400名の中 236名

(59.0%)は出張のみによる者となっているが，多くは

休業状態で，老令化とともに家庭に入ってしまってい

る。妊婦，新生児の全員訪問も考慮されている現在，年

閻約17,000人の出生に対し，母と子の訪問は不可能とも

考えられ，訪問制度の根本的検討の必要を痛感する。
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表36 秋田県医師，歯科医師，保健婦，助産婦，就業者数

医項[-い＿創＿い＿い

□＿町＿
□[＿い一田口＿い＿い＿い

事

i]
 

師

保健所

鹿

歯

計 計

29 

大 10 

鷹

能

五 城

男

秋

本

医
」

401-831-371-881-201-251-831-931-101-381-901-211-641-.921 

4
 

，
 

ー

科 保健婦

師保健所1市町村塁贔その他
事業所

ll| 51,I I II 

26| 81,1 II I 

15| 6| IOI I I 

281,1 14| | | 

10| 5| 10| | | 

ll| 6| 10| 1 | 

叫 111 161 111 71 

34| 8| 23| 4| II 

5| 3| 8I I I 

13| 51,1 | | 

221,| 20| l| 

361,| 20| 4 
251,| 171 | 

337| 931 1751 叫

譴婦色醤畠： 19年贋粛麗魯）
助産婦

保健所畠贔＼助産所その他1

15I I 10| 19I I 

181 I 3/ 1I I 

161 I 12J 71 11 

23| | 101 221 l| 

15| 1| 3| 111|  

16I I I 131 I 

45| l| 43| 33| l| 

361 1 6| 30I I 

ul I I 81 I 

141 I 61 171 1 

30| II 121 48| II 

331 I sJ 381 1 
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矢 8
 

角 23 
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1
-
6
1
-
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D 専門家チーム健康診査制度の設置

母子保健管理市町村移管としても，保健所，医療機関

の援助，協力は当然必要である。神岡町にみる如く，医

師，心理，特殊教育等の専門家は秋田市から出張の形で

行なわれた。結果として，乳児で13名（11.7%)の要管

理者を，また， 13名の出生時体重異常者をチェックし

た。幼児では， 3オ児でそけいヘルニア，情緒障害児そ

れぞれ 1名，ことばの要指導 3名， 4オ児で精神薄弱児

1名が発見された。

本県には，半径4kmに医師不在の，いわゆる無医地区

は67カ所あり，県内医師数は表36に示すように I,192名

の中 483名 (40.5%)が秋田市に集中している。また産

婦人科医 135名中秋田市39名 (28.9%),小児科医47名

中秋田市28名 (59.6%)という状況である。児童心理専

門家は中央児童相談所に 5名，秋田大学に 5名，教育セ

ンクー 3名，ことばの教室は県内に14カ所配置されてい

る。

本県では，図 9に示す如<, 9医療圏に，センクー病

院中心の医療整備を行なう計画が進められているが，母

子保健も考慮に入れることが望まれる。

以上の如き，専門家不足の中で，市町村母子保健管理

ならびに健診内容の充実による異常の早期発見と，事後

措置の効果を計る目的に，医師，特殊児童教育者（

Speech and Education, Special education)保健

婦，助産婦，栄養士，検査技師，特殊訓練技術者等によ

るチーム編成を保健所単位に行ない，保健所の責任の下

に専門家チーム健康診査制度の設置が望まれる。

従来，保健所と市町村の母子衛生事業は，同じ業務の

くり返し，あるいはスクッフの補足的な状態が大部分で

あったことはいなめない。

保健所の母子衛生事業は，専門家チーム健診を効果あ

るものにするよう市町村の計画，事業に対し，技術およ

び予算上の援助を行ない，内容を高めて行く方向に努力

して行くこととしたい。保健所と市町村の目的，分担を

明確にすることにより，相互の理解と信頼も深まり事業

の効果も期待できると思われる。

E 専門審議会制度の設置

例えば，新生児訪問でのべた如く，その対象の選定

は，保健所によりまちまちである。行政事業の実施に対

しては，理想とする方法，仕組みを明示することが大切

と思われる。このような問題解決に対し，県単位の専門

審議会制度の設置を希望する。
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図9 センター病院特殊専門病院配置図

--¥ l 

VI まとめ

秋田県

人口 374,371 

医療纏戴痢26.......

医鰤徽医476●115

研究課題の心身障害児早期発見に関する母子保健管理

システムについて，母子保健法に定められている事業

と，県および町独自の方法をあわせ，モデル地区神岡町

において可能な限り実施し，その成績を通して本県母子

保健管理の問題点を反省してみた。

結果として，神岡町役場保健課事務，保健婦，助産婦

訪問業務，健診，予防接種等はスクッフの努力により立

派な成績をおさめたと思われる。

A 目的の旱期異常の発見としては

l 始娠中の異常として，医療機関通報（医療券）か

ら，第 1回受診より 7名（9.5%),第2回受診より 7名

(11.5%)要治療が出ている。

2 妍婦訪問からは特記すべきことはみられない。

3 新生児訪問から 2名の潜在黄疸が通報された。なお

生後28日以内の訪問は51.4％である。

4 乳児健診，アンケート，訪問，国保レセプトより現

在，先天異常様あるいは疑いとして管理の中に入れられ

ているのが13名(11.7%)である。出生時体重異常として

は，低体重児11名，巨大児2名計13名(11.7%)である。

5 3才児では，そけいヘルニア，情緒障害それぞれ 1

（全県医療） 49.3．現在 秋田市住

医師ll92名・,....483(40.5%)

産婦科 135名・,....39(28,9%)

小児科 47名 ••••••28(59,6%)

心理 13名

秋田県環境保健部

名，ことばの要指導3名（4.6%)（母親の訴えありの

27.3%)がチェックされた。

6 4オ児の女児に精神薄弱児の疑いが 1名発見され

た。．

B 管5里システムの上からは，表37の事項が反省され

た。

1 母子保健管理の市町村移管の必要。＇

2 市町村スタッフに対する保健所（県）の協力，援助

の必要。

3 市町村と医療機関の連けいの緊密。

4 産婦人科と小児科の連けい。 （連絡員の配置等）

5 訪問スクッフの教育，訪問制度の改善。

6 専門家チーム健康診査制度の体制を確立し，市町村

の専門家不足をカバーすると共に，精度の向上，保健所

と市町村の役割を明確にする。

7 母子保健専門審議会制度による諸事業ルールの統一

を計る。
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表37 秋田県母子保健管理の問題点 問題解決の方向

1.保健所の管轄市町村が広範囲
2.保健所に専任母子保健指導員が不在
3.保健所ではきめ細かい配慮が困難

例［地区組織育成の働きかけ
II未受診者、異常者のfollowup 
Ill受診医療機関がまちまち
w生活環境の把握

（ミルク配布の働きかけなど）
4.幼稚園、保育所の連けい

1.母子保健管理市町村移管
2.スタッフの不足一県行政援助

5.妊婦医療機関方式の内容と、医療機関
ー保健所―町の連けいの検討

6.助産婦訪問のあり方（医師との連けい
を密に）

7.助産婦新生児訪問のあり方（制度とス
タッフの再検討）

8.母子手帳の記載不備

3.市町村と医療機関の連けい
4.婦人科と小児科の連けい

（連絡員設置）
5.スタッフの教育、制度の改善

と

関

政

“
行

医

寸↓
 

町市

9.事後管理の不備
10.専門技術者の不足
11.俣健所、市町村の訪問、健診方法のと

りえ方がまちまち

6.専門家チーム健康診査制度

7.専門審議会制度 所

県

健保
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別紙 1

妊 婦健康管理 台 帳
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別紙2

曲保

年月日

殿

大曲保健所長

要訪問妊婦連絡票について（通知）

このことについて次のとおり連絡しますからよろしく御指導願います。

No. I住 所i氏 名 1出産予定叫初産 1軽産 I 症 状j指導事項

I I I I I I I 
I I I I 
I I I I I I 
I I I I 
I I I 
I I I I l 
I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I I 
I I I I I 
I I I | 
I I I I 
I I I I I 
I I I I 

注）④減塩指導 R栄養指導 ◎生活指導 Rその他一般指導

ー 135-



別紙3

妊産婦緊急の め や す

妊産婦緊急指数表

項目 要因点数 程度 判 定 規 準 判 定 備 考

゜
20~29才

年 令 l 30~34才
l 

9.4 2 19才以下
3 35オ以上

゜
l ~2回

分ぺん回数 I 0 
2 7,8 2 3~4回

3 3回以上

゜
全くないもの

＇ 

既 往症 1 ごく軽症ややで危あ険ったもの3 
9. 6 2 生命にやや であったもの

3 生命にきわめて危険であったもの

4 
合 併 症］ 百医董翻全毎常療篇月く健生受を冠で菱康活要な噴すになしく支症ててるも障合ののいも差併の少る症な紅なもいののく合併症のあるもの13,7 あるもの

受診状況 I 十゚ のとも 4回以上受診したもの

ー］
5 12.1 2 まれにしか受診しないもの

I 3 ほとんど受診しないもの

゜
専門医の近くに居住するもの

医療機関 I 専門医まで 1壁間以内のもの
6 12.4 2 専門医まで 1~2時間を要するもの

3 専門医までかなりの膀間を要するもの
| 丁生活程度上のもの

生活程度 の生活をしているもの
7 16.9 普慄通護を受けなくてもかなり生活の苦しいもの

生活保護を受けているもの

゜
大学卒程度のもの

教育程度
8 18, I 

旱土33 二義実務家教に霜育かのえみし昆でた無方知がのもの， 家庭環境

よい

干下健塵である

精神衛生
やや神経質

10 

塀神経常質に涌薩質

総 点 数 | I 
I. 現在のところ心配はいらない

指導

2. 

事項
3. 

（鹿児島大学医学部産婦人科）
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乳 幼 児 保 健

乳幼児保

管埋台帳
健 管 理

（昭和

台 帳

年 月生） 神 岡 町

|

1

3

7
ー

乳児健診 幼児健診 痘そう （初回）畠（フ追、加破）百傷、風ジ ジ7テリア りそう
世帯番号

医師 プ ジ7 生ワクチン （入学前） 入学前）
番 住所 父母 又 新生児 ロ

年 月 8 年月日 年月日 傷法風）(3回 年月日 (2回法） 年月日 年月日
氏 名 世帯主 助産婦

フ 検 備考ア

号
l （部落名） 氏名 訪問者 イ

医 師 名 医 師 名 医師名 年月日 医師名 年月日 医師名 医師名

続柄 TEL 氏名 Iレ 診

診 断 名 圭＂多八 断 名 摘要 医師名 摘要 医師名 摘要 摘要

No. 父 医 師 ①・・ ③ •. 1オ・・ 3オ・・ 5オ・・ ．． ①・・ ．． ．． ．． ．． 
I 

年 月 日生 世帯主 二 ②・・
男・女

I 

助産婦 ②・・ ④・・ 2オ・・ 4オ.. 6オ・・ ．． 

出生時
続柄 1母、女ENo ③・・

R ， 
NQ ＇ 父 医 師 ①.. ③ • • 1オ・・ 3オ・・ 5オ・・ ．． ①・・ ．． ．． ．． ．． 

年月日生 世帝主 l ，母
②・・

男・女 助産婦 ② •. ④・・ 2オ・・ 4オ・・ 6オ・・ ．． 

出生時
続柄 1母、妊NQ ③・・， R 

No. 父 医 師 ①・・ ③・・ 1オ・・ 3オ・・ 5オ・・ ．． ①・・ ．． ．． ．． .. 
年月 日生 世帯主 母 ②・・

｀ 男・女 助産婦 ② • • ④・・ 2オ・・ 4オ・・ 6オ・・ .. 

出生時
続柄 母、妊No. ③・・

g R 
No. 父 医 師 ①・・ ③ •. 1オ・・ 3オ・・ 5オ・・ ．． ①.. ．． ．． .. ．． 

年月 日生 世帯主 母 ②・・
男・女 助産婦 ②・・ ④・・ 2オ・・ 4オ・・ 6オ・・ ．． 

出生時
続柄 母、妊：Na ・ ③ • • ， R 

Na 父 医 師 ①・・ ③・・ 1オ・・ 3オ・・ 5オ・・ ． ．①..  ．． ．． ．． ．． 
， 

年月日生 四 母 ② •. 
男・女 助産婦 ②・・ ④・・ 2オ・・ 4オ・・ 6オ・・ ．． 

出生時
直 母、妊No. ③ • • ， R 



別紙 5

殿

昭和 年 月 日

新生児訪問連絡

新生児氏名

出生年月 日！1 

住
所 II

続 柄

父 氏 名

母 氏 名i

出生児体重 II

分娩介助者 I
← 

考 II備

上記新生児訪問指導して下さるよう連絡します 神岡町保健婦
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別紙6

乳幼児の健康ブロファイル

市町村 児氏名

記入 年月

出 生年 月

男・女 オ カ月

日

日

日

大 項 目 I 小 項 目 l評価段階 I 備 考

゜
1 2 

A.環境 保健

゜
1 2 

゜
1 2 

゜
1 2 

゜
l 2 

゜
l 2 

゜
l 2 

゜
I 2 

9.収 入

゜
i 2 

10.家庭内の健康状態

゜
| l 2 

-3345I.一.．．妊遷産妊そ娠科延娠の生中手他中母懃～術のの圧一妊お外面擬よび匠分処面娩置中再の―異常

I 2 

B．出生前および l 2 

周生期の要因
l 2 
I 2 

I 2 

6. 出生時体重 l 2 

7.在胎期間 I 2 

8．仮 死 l 2 

9.奇 形 1 2 

10汀.中吸区神障経害系の異常 「T― 2 
1 2 
l 2 

EH1123,．亙黄モ紅磁亨年革中疸定の？9 の異常
I 2 

5.妊娠中の養護等数
1 2 

1 2 

I.身 長

゜c.現 在 の 2.身長と体重のつりあい

゜健康状態

亘` 立46＆．． 行中聴罹」動動視息使空上異：庫発歴の常呂味達問語＿題のの異隠＿常害＿ 

゜゚
゜゚
゜゚9．慢性または難治性疾息アレルギー

゜10. 産育語児習態慣度75 ゜ll. 自立

゜百百i2「亨．屎家健庭防藉藉環逼涵境の受診回数 ゜゚
゜D．備 考

47年厚生省心身障害研究報告（主任研究者中山・外）
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